居宅介護支援契約
重要事項説明書
令和　　　年　　　月
居宅介護支援事業所　ほくと
ＴＥＬ（０７８）５８３－０４４０
ＦＡＸ（０７８）５８３－９９００
　　　　　
居宅介護支援契約重要事項説明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　６年　４月　1日現在
１　担当する介護支援専門員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
居宅介護支援事業所　ほくと　　　担当者　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　　　０７８－５８３－０４４０
２　事業所の概要
	
	 事業所名
	  指定居宅介護支援事業所　ほくと
	

	
	 所在地
	  神戸市北区山田町下谷上字門口１０番３
	

	
	 連絡先

 緊急時の連絡先
	  ＴＥＬ　０７８－５８３－０４４０
  ＦＡＸ　０７８－５８３－９９００
  ＴＥＬ　０７８－５８３－０４４０
	

	
	 管理者連絡先
 管理者　広瀬　祐三子
	  ＴＥＬ　０７８－５８３－０４４０
  ＦＡＸ　０７８－５８３－９９００
	

	
	 営業日
	　月・火・水・木・金・土（日・祝日・年末年始12/30～1/3休み）
	

	
	 営業時間
	  月・火・水・木・金（午前9時00分～午後５時00分）土（午前9時00分～午前12時00分）
	

	
	 サービス提供実施地域


	神戸市北区本区
	


３　当事業所の法人概要
	
	 事業者名
	  医療法人社団健心会
	

	
	 所在地
	  神戸市北区山田町下谷上字梅木谷３７‐３
	

	
	 連絡先（代表）
	  ＴＥＬ　０７８－５８３－１７７１
  ＦＡＸ  ０７８－５８３－１７８４
	

	
	 法人種別
	  医療法人
	

	
	 代表者
	理事長　　　小山　　治
	

	
	 法人の行う他の業務
	  訪問看護、訪問介護、訪問リハビリ
	


４　当事業所の従業員
	
	職　種
	職 務 内 容
	人  員  数
	

	
	 管理者（主任介護支援専門員）
	　居宅介護支援事業所管理
	  　　　　1人
	

	
	 主任介護支援専門員
	　ケアプラン作成　　　　　
	  　　　　1人以上
	

	
	 介護支援専門員(ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ）
	　ケアプラン作成　　　　　
	  　　　　２人以上 
	


５　事業の目的・運営方針
　　
	 事業の目的
	　
　　居宅介護支援事業

	 運営方針

	 　・介護保険法令の遵守
 　・利用者のサービス事業者選択への支援を行うに当たり、利用者の希望、必要性に
反して特定の事業者・法人への利益誘導を行うことがないよう、その選定または
推薦に関しては公正中立に行う。
 　・利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を　　　　　　 営むことができるよう居宅サービス計画の作成を行う等



６　提供する居宅介護支援サービスの内容
　　契約書本文第４条～第７条に定めるお客様に提供するサービスの内容は次のとおりです。
　 （別紙「サービス提供の標準的な流れ」をご覧いただきながら説明します。）
	内　容
	提　供　方　法
	保険適用

	 居宅サービス
 計画の作成
 （契約書本文第４条）
	  １　利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報を
 　　収集し、解決すべき問題を把握します。
  ２　自宅周辺地域における複数の居宅サービス事業者が実施している
 　　サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に
 　　提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
  ３　提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービ
 　　スを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス
 　　計画の原案を作成します。
  ４　居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等につ
 　　いて、保険給付の対象となるサービスと対象とならないサー
 　　ビス（自己負担）を区分して、それぞれ種類、内容、利用料
 　　等を利用者やその家族に説明し、その意見を伺います。
  ５　居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議した
 　　うえで、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意を
得ます。
　６　通常のプランからかけ離れた回数の訪問介護（生活援助中心型）

を位置づける場合にはその妥当性を検討し、市町村に届け出します。

	○

	 居宅サービス 事業者等との

 連絡調整・便宜の提供
（契約書本文第４条）
	  １　居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよ
 　　 う居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
  ２　利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望した場合には、
利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。
　３　障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを
利用する場合等における密接な連携を促進するため特定相談
支援事業者との連携に努める必要がある。

	○

	 サービス実施状況の把握・

 居宅サービス計画等の評価
（契約書本文第４条）
	  １　利用者及びその家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の
把握に努めます。
  ２　利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出に
より又は状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価、変更等
を行います。
	○

	 給付管理
（契約書本文第４条）

	   居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・
提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、
兵庫県国民健康保険団体連合会に提出します。
	○

	 相談・説明
（契約書本文第４条）
	   介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。
	○

	 医療との連携・主治医への

 連絡

（契約書本文第４条・ 別紙）
	 １  ケアプランの作成時（又は変更時）やサービスの利用時に必

     要な場合は、利用者の同意を得たうえで、関連する医療機関や

     利用者の主治医との連携を図ります。医療系サービスを希望して
いる場合等は、この意見を求めた主治の医師等に対しｹｱﾌﾟﾗﾝを
交付する。
２　利用者、家族等に対し入院時に担当介護支援専門員の氏名等を

入院先医療機関に提供する様依頼する。

３　居宅サービス事業者等から伝達された口腔に関する問題や、服薬

状況等利用者の状況を、利用者の同意を得て主治の医師、薬剤師に
情報を提供します。
	○

	 財産管理・権利擁護等への

 対応

（契約書本文第４条・別紙）
	    利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や
権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、
利用者の依頼に基づいて「市・町・村」への連絡を行います。
	－

	  居宅サービス計画の変更
（契約書本文第５条）
	   利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者
  が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意
  見を尊重して、合意のうえ、居宅サービスの変更を行います。
	○

	 要介護認定等にかかる申請

 の援助
（契約書本文第６条）
	 ・ 利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を
 　 行います。
 ・ 利用者の要介護認定有効期間満了の３０日前には、要介護認
    定の更新申請に必要な協力を行います。

· 利用者が介護保険要介護認定の申請代行を依頼してきた場合、

その求めに応じて申請代行を行います。

依頼期間は６か月とし、利用者からの申し出によりこの申請代行を
解除しない限り、自動更新を重ねていくものとします。

その期間内の新規申請・更新申請などすべての要介護認定の代行を
します。

　　ただし、利用者からの申し出により、いつでも解除できます。
	○

	 サービス提供記録の閲覧

 ・交付
（契約書本文第７条）
	 ・ 利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付
 　 を受けることができます。
 　（但し、別紙に記載するコピー代等の実費を請求する場合が

 　 あります。）

 ・ 利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サー
 　 ビス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることが
 　 できます。
	○

	 介護支援専門員の変更
	  　介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者まで
ご連絡下さい。
	○

	  事業計画、財務内容サービス提供記録等の閲覧

	 　当事業所では、事業計画や財務内容等の閲覧に関して、利用者
および利用希望者とその家族のうちこれを希望される方には閲覧
を許可しています。ご希望者は、閲覧希望書に必要事項を記入し、職員までお申し付けください。
	○


	 　　訪問回数の目安
	  介護支援専門員が、利用者の居宅を、最低月1回訪問し状況の把握等を行います。



７　サービスの利用料及び利用者負担
（料金）　　　　　　　　　　　　　
　当社の居宅介護支援（居宅サービス計画の作成・変更、事業者との連絡調整、相談説明等）につい
ては、原則として利用者の負担はございません。
※介護保険適用の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、一旦１ヶ月あたりに
　ついて、規定の料金を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。

（サービス提供証明書を　区役所の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があり
ます。また、滞納期間によっては全額が利用者のご負担となる場合もあります。）
　（その他の費用）　　
	内    容

	金　額

	説　　明

	支払方法


	  交 通 費（実費）

	  実費相当分

	  サービス提供実施地域以外の地
 域に訪問出張する場合には、実費
 相当の交通費が必要となります

	 利用のあった
 月ごとに集計し
 翌月１５日まで

に請求させてい
だきます。

	  本契約の解約料
	  実費相当分
	  契約書本文第９条第１項但書の

 解約の申出により直ちにこの契約
 を解約する場合には、原則として
 解約料が必要となります。

	 　
お支払いにつ
 いては、その月
 の末日までにお
 願いします。


	  申請代行料

	  　無　料

	  要介護認定の申請代行にかかる
 費用については無料です。

	

	  サービス提供実施
  記録コピー等代金

	 コピー料金

 (1枚あたり）
 実費相当分

	  サ－ビス提供の実施記録を利用
 者に交付する場合にコピー料金等
 の実費負担が必要となります。

	


８　契約の終了と自動更新について
契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日でいったん終了することとな
ります。ただし、有効期間の満了７日前までに、利用者から契約を終了する旨の申し出がな
い場合には、この契約は次の要介護認定の有効期間（原則として６か月程度）まで、自動的
に更新されます。
９　契約期間途中での解約の場合
　この契約は、契約期間中であっても、利用者の方から解約を希望する７日前までにお申し
出いただければ解約することができます。この場合、解約料のお支払いは必要ありません。
　　ただし、ただちに解約を希望される場合には、解約料をいただく場合があります。
　※　利用者において緊急入院等の正当な理由がある場合には、解約料は必要ありません。
〈事業者に対するハラスメント言動による契約の解除〉
　　この契約は利用者又は家族様が、事業者や従事者に対するセクシャルハラスメント、
パワーハラスメント等ハラスメント言動が必要かつ相当な範囲を超えた場合、文章で理由を
通知することにより解約することができます。

　※※　解約の場合は、次の事業所への引継ぎなど、利用者が保険やサービスを滞りなく利用
　　　　していただくための手続きが必要ですので、月末以外の解約や次の事業者との
契約開始日にはご注意下さい。
10　個人情報の保護
　　当社は、利用者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもとより、
契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。
　　また、利用者やそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、善良な管理者
　の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。
　
　　ただし、当社がサービスを提供する際に利用者やご家族に関して、知り得た情報については、
　サービス担当者会議などでサービスの利用調整を行う際に必要となります。
　このため、その利用には利用者の同意が必要となりますので、別紙の同意書に記名
　押印いただくことになります。
11　身体拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録
　　　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等　　　　を行いません。なお、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、　　　その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。
　　　また、緊急やむを得ない場合については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録し、記録は、2年間保存します。

　　　
12　人権の擁護、虐待の防止の措置等
　　　事業者は、利用者の人権を擁護し、虐待の発生又は再発を防止するため、指針の整備に努めとともに委員会や研修等を定期的に実施するよう努めます。虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに保険者に通報します。
13　業務継続に向けた取り組みの強化
　　　事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが提供できるよう、介護施設、事業所における業務継続計画ガイドラインに基づき、業務継続の計画の策定や従業者への研修、訓練等に努めます。
　　　さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための指針については
それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定いたします。
　　

14　衛生管理等感染症予防及び蔓延の防止
　　　事業所は、サービス提供中の感染対策について、自らが感染源となることを予防し、また自らを感染から守るため、感染対策マニュアル等に基づき、手洗い、うがいを励行し、万全の対策を講じます。
　　　また、感染症の発生や蔓延を防止するため、指針の整備を行うとともに、委員会や研修、訓練等を定期的に実施するよう努めます。
15　サービス提供中における事故発生時の対応
（１）緊急時における確認事項
	 　①
	急変の場合
	現場より事業所に連絡、第一報が家族の場合、状態を連絡、
判断を仰ぐ

	
	
	

	 　②
	急変の場合
	現場より事業所に連絡、第一報が主治医の場合、状態を連絡、
判断を仰ぐ

	
	　　　　　　　
	

	 　③
	急変の場合
	現場より事業所に連絡、上記連絡不能時、予め決められた
緊急対応にのっとって、本人の同意を得て緊急搬送する。

	
	
	


（２）市町村、家族等への連絡方法
	 　・
	家族
	搬送先及び状態を速やかに報告、以後の指示を仰ぐ
事故報告書作成の上、ケースにより随時報告、以後の指示を仰ぐ

	
	市町村
	


（３）当社の再発防止策等
	 　①
	状態把握
	毎回のサービス提供中の状態報告を受け、事故の予測を行うこと
で再発防止する。

	
	
	

	 　・
	事故後の処理
	再発防止、解決策を検討、関係各位に周知手徹底を計る


	
	
	


16　損害賠償について
当社が利用者に対して賠償すべきことが起こった場合は、契約書本文第11条に基づき、
当社は金銭等により賠償をいたします。　　
当社は以下の内容で損害賠償保険に加入しています。
 ○加入保険名　　　　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
 ○保険の内容　　　　福祉サービス利用者、サービス事業者等の総合保障
 ○賠償できる事項　　居宅介護支援事業全般にかかる事項
17　サービスの苦情相談窓口　　
　当社は、提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した居宅サービス計画に基づいて
提供された居宅サービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応を行
います。
 サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡下さい
 ○ 当社の苦情相談窓口　　居宅介護支援事業所　ほくと
	 窓口名　お客様相談

窓口
 担当者　広瀬祐三子

	 　　連絡先　　　０７８－５８３－０４４０
 　　ＦＡＸ　　　０７８－５８３－９９００
 　 （受付時間　　　２４時間体制　　　　　）
 　　緊急連絡先　０７８－５８３－０４４０



  ○　介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。
	（介護保険サービスの苦情について）

神戸市福祉局監査指導部　　　　

連絡先　０７８－３２２－６３２６
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 受付時間（平日）８:４５～１２：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：００～１７：３０


	養介護施設従事者等による高齢者虐待専用電話（監査指導部内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　０７８－３２２－６７７４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間（平日）８：４５～１２：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：００～１７：３０


	（介護保険サービスの苦情について）
兵庫県国民健康保険団体連合会　　　　　連絡先　０７８－３２２－５６１７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間（平日）８：４５～１７：１５

	 （サービスの質や契約上のトラブルについて）

神戸市消費生活センター　　　　　　　　連絡先　０７８－３７１－１２２１
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 受付時間（平日）９：００～１７：００



18　要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項の説明
付属別紙のとおり
　19　24時間連絡体制について

　　　　当事業所は24時間連絡体制をとっており、相談窓口および電話対応できる体制をとって
　　　おります。業務時間外は事業所携帯電話に転送され、所持している職員が必要に応じて相談に
応じ、担当者への連絡及び、緊急時の対応に関しまして、管理者に連絡、必要な相談体制を
とれるようにしています。
附則
この重要事項説明書は、平成１８年４月１日より施行する。

この重要事項説明書は、平成２１年４月１日より施行する。
この重要事項説明書は、平成２５年４月１日より施行する。
この重要事項説明書は、平成２６年４月１日より施行する。

この重要事項説明書は、平成２７年４月１日より施行する。

この重要事項説明書は、平成２７年12月１日より施行する。
この重要事項説明書は、平成２８年５月１日より施行する。
この重要事項説明書は、平成２９年４月１日より施行する。

この重要事項説明書は、平成２９年６月１日より施行する。

この重要事項説明書は、平成３０年４月１日より施行する。
この重要事項説明書は、令和　１年５月１日より施行する。
この重要事項説明書は、令和　３年４月１日より施行する。
この重要事項説明書は、令和　４年１月１日より施行する。
この重要事項説明書は、令和　５年４月１日より施行する。
この重要事項説明書は、令和　６年４月１日より施行する。
この重要事項説明書は、令和　６年６月１５日より施行する。
重要事項確認受領書
　居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面（及び付属別紙）に基づいて重要
事項の説明を行いました。
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　事業者　 所在地 神戸市北区山田町下谷上字門口１０番３   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名  称  居宅介護支援事業所　ほくと        　
　　　　　　　　　　　　　　　説明者　 事業所（所属）居宅介護支援事業所　ほくと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏  名                                  
私は、本書面（及び付属別紙）により事業者から重要事項の説明を受けました。
その内容および以下の項目について同意の上本書面を受理しました。
· 私は、利用可能な事業所を複数の紹介を受けられることや計画書に位置付けられた事業所の紹介を受けた場合は、その理由の説明を求めることが出来ることについての説明を受けました。
· 私は、前６月間の計画総数のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の利用割合及びサービス毎に位置づけ同一事業者の割合について説明を受けました。

· ご利用中の訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、訪問の際に介護支援専門員が把握した状態等を主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うことについて了解しました。
· もし私が入院した場合、担当介護支援専門員の氏名と事業所の連絡先を入院先医療機関に報告します。
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　利用者　   住  所                               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   氏  名                            　 

電　話　                          　 
　
利用者家族　　 住  所                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   氏  名                         　　 

続　柄                          　　
電　話                          　　
（付属別紙１）
　　要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する　
　重要事項説明書
　利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保
険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサ
ービス提供を行う際の説明を行います。
　１　提供する居宅介護支援サービスについて 
  　　・利用者が要介護認定までに、居宅サ－ビスの提供を希望される場合には、この契約の締結
　　　の日から７日以内に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供の
　　　ための支援を行います。
　　　・居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過
　　　　剰な居宅サービスを位置付けることのないよう配慮しながら計画の作成に努めます。
　　　・作成した居宅サービス計画については、要介護認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な
　　　　見直しを行います。
　２　要介護認定後の契約の継続について
　　　・要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。
　　　　　このとき、利用者から当社に対してこの契約を解約する旨の申入れがあった場合には、
　　　　契約は終了し、解約料はいただきません。
　　　・また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、契約書別紙２に
　　　　定める内容については終了することとなります。
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　３　要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合の利用料について
　　　要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合には、介護サービス費計画作成料を
いただきます。

　４　注意事項
　　　要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
　　　（１）要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合には、要介護認定前に提供された
　　　　　居宅サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくこととなります。
　　　（２）要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度
　　　　　額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。
　　　　　　この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担
　　　　　いただくこととなります。
　　
居宅介護支援契約における個人情報使用同意書
　　私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で
使用することに同意します。
　　　　　　　　　　　　　　記
1　使用する目的
　事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の介護サービス計画に基づき、介護
サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合
2　使用にあたっての条件
　　①個人情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には
　　関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
　　②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
3　個人情報の内容（例示）
　　・氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等事業者が介護支援を行うために最低限
　　　必要な利用者や家族個人に関する情報
　　・認定調査票（７４項目及び特記事項）、主治医意見書、介護認定審査会における判定
　　　結果の意見（認定結果通知書）
　　・入退院時に必要な家族個人に関する情報（入退院時連携シート）

　　・その他の情報
　　＊「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され
　　　又は識別され得るものをいいます。
　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日
　　　居宅介護支援事業所　ほくと　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　利用者　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　    　

　　 　　　　　　　　　　　　　　               電話　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者家族  　住所　　　　　　　　　　　　　　 　 　

　　　　　　　　　　　　                    　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　続柄　　　　　　　　　　　　　　　  　
電話　　　　　　　　　　　　　　　  　
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